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家庭、結婚、離婚、仕事、ＤＶな
どの相談に応じます。
指宿庁舎（地域福祉課）
　☎㉓1063（直通）
　毎週㊊・㊌・㊎（祝日は除く）

９：00～16：00

婦  人

年金に関する手続き、相談に応じ
ます。予約が必要です。

予約先　鹿児島南年金事務所
　☎099-251-3111
指宿庁舎第１会議室
　６月27日㊍
　10：00～12：00、13：00～15：00

年金事務所でも、随時相談に応じ
ています。事前予約が必要です。
予約受付専用電話
　☎0570-05-4890（ナビダイヤル）
　☎03-6631-7521
鹿児島南年金事務所
　相談日は予約時に決定します

年  金

 問題
６月２日㊐は第86回山川○○○祭りの本祭です。
ヒント

　船団・街頭パレードや活魚のつかみ取りなどイベ
ントが盛りだくさん。前日は花火大会が行われま
す。

 応募方法
はがきかメール（応募は１人１通まで）

▶記入事項／○○○に当てはまる言葉、住所、氏名、
年齢、電話番号、ペンネーム、ご意見など広報いぶ
すきに関する感想、指宿市への思い、紹介したい
場所・風景、イラスト、身近な出来事などなんでも
ご記入ください。ご意見などは広報紙に掲載する
場合があります。ご了承ください。

　当選の発表は、商品券の発送をもって代えさせて
　いただきます。
▶応募締切日／６月10日㊊必着
▶応募先
　〒891−0497 指宿市十町2424番地
　指宿市市長公室広報統計係
　内123 koshitsu@city.ibusuki.jp

各  種  相  談

※商店・事業主の皆さんへ
賞品を提供してくださる方を募集しています。
ご連絡をお待ちしています。

家庭内や隣近所のもめごとなど、
日常生活全般の人権問題について、
相談に応じます。

ふれあいプラザなのはな館
　５月30日㊍　10：00～15：00

人  権

生計、家庭、住宅、健康、法律、
財産、事故、福祉全般、苦情など
さまざまな相談に応じます。
　
指宿老人福祉センター
　毎週㊎（祝日は除く）
　９：00～12：00、13：00～15：00
山川文化ホール
　５月15日㊌、６月５日㊌
　13：30～16：30
開聞農村環境改善センター
　５月23日㊍、６月13日㊍
　13：30～16：30

心配ごと

非行、学校生活、虐待など、児童
に関する相談に応じます。
指宿庁舎（地域福祉課）
　☎㉓1063（直通）
　毎週㊊～㊎（祝日は除く）

９：00～16：00

児  童

訪問販売や契約のトラブルなど消
費生活に関する相談に応じます。

指宿庁舎（商工水産課）
　指宿市消費生活センター☎㉒2334

毎週㊊～㊎（祝日は除く）
８：30～17：00

消費生活

就業や在職中の課題などの相談に
応じます。予約が必要です。

予約先　なんさつ障害者就業・生
活支援センター

　☎0993-58-7020 ※当日受付可
ハローワーク指宿
　５月28日㊋、６月11日㊋
　10：00～10：45、11：00～11：45

障害者支援

応募用メール
アドレス

印
刷

／
㈱

指
宿

新
生

社
印

刷
指

宿
市

東
方

8068-3  ☎
0993-24-2002

行  政

　

行政書士会

相続・贈与・遺産相続協議書、農
地関連申請、官公庁書類作成、任
意後見人などの相談に応じます。

中央公民館
　６月20日㊍　13：30～16：00

県行政書士会指宿支部
　☎㉟2990

行政が行う諸施策の結果、手法な
どに関する意見、質問、要望、苦
情などを承ります。

指宿老人福祉センター
　5月28日㊋　10：00～13：00

山川図書館第１学習室
　6月4日㊋　15：00～17：00

開聞農業構造改善センター
　6月3日㊊　13：30～16：30

Ｉ
イ ブ ス キ
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竹下　さおり　☎090−1971−3252

正解者の中から、抽選で

第４回I
イ ブ ス キ
BUSUKI  n

ノ
o  T

ツ ク リ テ
UKURITE

（マルシェ）の商品券500円分
を６名にプレゼントします。
▶日時／６月23日㊐10：30～16：00
▶場所／ふれあいプラザなのはな館内
　　　　屋内多目的広場
 提供

指
宿
高
校
定
期
演
奏
会　

▼
日
時
／
５
月
26
日
㊐
14
時
～

（
開
場
13
時
30
分
）

▼
場
所
／
市
民
会
館

▼
入
場
料
／
無
料

▼
演
奏
曲
名
／
Ｍ
ｒ
．
イ
ン
ク
レ

デ
ィ
ブ
ル
、
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
メ
ド

レ
ー
、
デ
ィ
ー
プ
・
パ
ー
プ
ル
、

懐
か
し
の
メ
ロ
デ
ィ　
ほ
か

問
指
宿
高
校
（
担
当
・
脇わ
き
）

　
☎
㉒
３
５
３
５

指宿市の“今”を発信する広報紙

 　編集発行
　〒891-0497　鹿児島県指宿市十町2424番地
　指宿市市長公室広報統計係
　☎0993-22-2111内123
　ホームページ  http：//www.city.ibusuki.lg.jp
　メール  info@city.ibusuki.jp
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催
し

フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク

か
ご
し
ま

❀
ベ
ゴ
ニ
ア
展

▼
期
間
／
５
月
18
日
㊏
～
６
月
16

日
㊐

❀
ハ
ワ
イ
ア
ン
リ
ボ
ン
作
品
展

▼
期
間
／
５
月
25
日
㊏
～
６
月
23

日
㊐

❀
ダ
リ
ア
収
穫
祭

▼
日
時
／
５
月
26
日
㊐
９
時
～
12
時

▼
内
容
／
花
広
場
に
植
栽
し
て
い

る
ダ
リ
ア
を
球
根
ご
と
収
穫
で

き
ま
す
。（
な
く
な
り
次
第
終
了
）

❀
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
募
集

▼
申
込
期
間
／
６
月
１
日
㊏
～
30

日
㊐

▼
対
象
／
平
成
30
年
６
月
１
日
～

令
和
元
年
５
月
31
日
の
間
に
園

内
で
撮
影
し
た
も
の

❀
園
芸
教
室

▼
日
時
／
６
月
９
日
㊐
13
時
30
分

～
15
時
30
分

▼
内
容
／
エ
ア
プ
ラ
ン
ツ
を
使
っ

た
寄
テ
ラ
リ
ウ
ム
作
り

▼
定
員
／
30
人
（
要
申
し
込
み
）

▼
参
加
料
／
千
円
～
２
千
円

❀
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室

▼
日
時
／
６
月
23
日
㊐
13
時
30
分

～
15
時
30
分
（
受
付
13
時
）

▼
内
容
／
ヤ
ー
ン
で
作
る
Ｌレ

イ
ｅ
ｉ 

Ｋカ

ウ

ナ

オ

ア

ａ
ｕ
ｎ
ａ
ｏ
ａ

▼
定
員
／
20
人
（
先
着
順
）

▼
参
加
料
／
２
千
円

申
込
方
法
／
１
週
間
前
ま
で
に
電

話
か
受
付
に
直
接

入
園
料
／
高
校
生
以
上
６
２
０
円
、

小
・
中
学
生
３
０
０
円（
幼
児
・

70
歳
以
上
の
県
民
は
無
料
、小

中
高
の
県
民
は
㊏
㊐
㊗
無
料
）

申
問
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
か
ご
し
ま

　
☎
㉟
３
３
３
３

指
宿
養
護
学
校
運
動
会

▼
日
時
／
５
月
25
日
㊏
９
時
40
分

～
14
時
10
分

▼
場
所
／
指
宿
養
護
学
校
運
動
場

　
（
雨
天
時
は
体
育
館
）

問
指
宿
養
護
学
校
☎
㉓
３
２
１
１

指
宿
養
護
学
校
見
学
会

　
保
護
者
や
地
域
の
人
な
ど
を
対

象
に
、
学
校
見
学
会
を
開
催
し
ま

す
。
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

▼
日
時
／
６
月
６
日
㊍
９
時
15
分

～
12
時
10
分

▼
場
所
／
指
宿
養
護
学
校

▼
内
容
／
学
校
の
紹
介
、
施
設
見

学
、
授
業
参
観
、
給
食
参
観

（
希
望
者
の
み
）

▼
申
込
方
法
／
郵
送
か
Ｆ
Ａ
Ｘ

▼
申
込
締
切
日
／
５
月
31
日
㊎

申
問
〒
８
９
１

−

０
４
０
３

　
指
宿
市
十
二
町
４
１
９
３

−

２

　
指
宿
養
護
学
校（
担
当・森も

り
た田

）

　
☎
㉓
３
２
１
１
Ｆ
㉓
３
２
１
２

PICK UP NEWS

第86回山川みなと祭り
港の繁栄と航海の安全を祈願して開催されます。
花火大会　６月1日㊏20：00～　※雨天順延
▶場所／山川漁港外港
本祭　６月２日㊐8：00～
▶場所／山川漁港水揚げ場とその周辺
問菜の花商工会☎㉜4780
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第
32
回
か
ら
い
も
交
流

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー

　
香
港
や
台
湾
、
韓
国
の
大
学
で

日
本
語
を
勉
強
し
て
い
る
学
生
を
、

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
し
て
受
け

入
れ
ま
せ
ん
か
。

▼
期
間
／
７
月
７
日
㊐
～
21
日
㊐

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
5.synapse.

ne.jp/karaim
o/

申
問 

か
ら
い
も
交
流
（
担
当
・

斎さ
い

藤と
う

）
☎
０
９
９
５-

６
４-

７
７
５
１

職
業
訓
練
指
導
員

　
時
間
講
習　

職
業
訓
練
指
導
員
と
は
、
就
職

を
希
望
す
る
人
の
技
術
向
上
な
ど

を
支
援
す
る
者
で
す
。
講
習
終
了

後
、
県
知
事
へ
の
申
請
で
、
職
業

訓
練
指
導
員
免
許
が
取
得
で
き
ま

す
。

▼
定
員
／
30
人
（
先
着
順
）

▼
日
程
／
７
月
23
日
㊋
、
24
日
㊌
、

30
日
㊋
、
31
日
㊌
、
８
月
８
日

㊍
、
９
日
㊎
の
全
６
日
間

▼
時
間
／
９
時
～
17
時

▼
場
所
／
鹿
児
島
市
勤
労
者
交
流

セ
ン
タ
ー
（
鹿
児
島
市
中
央
町

　
10
番
地 

キ
ャ
ン
セ
ビ
ル
７
階
）

お
知
ら
せ

　申込先　　問い合わせ先　　相談　　予約　　連絡先　　送付先　　内線　　ＦＡＸ　　届け出先申 問 内 Ｆ相 送予 連 届 指宿市役所　指指宿庁舎　☎０９９３-２２-２１１１　　山山川庁舎　☎０９９３-３４-１１１１　　開開聞庁舎　☎０９９３-３２-３１１１
◇指宿市役所の住所　〒891-0497　指宿市十町２４２４番地　　◇指宿市ホームページ　http：//www.city.ibusuki.lg.jp健幸マイレージ対象事業

※
持
ち
込
む
際
、
絶
縁
テ
ー
プ
で

　
電
極
（
プ
ラ
ス
極
、
マ
イ
ナ
ス

　
極
）
や
充
電
ケ
ー
ブ
ル
の
差
込

　
口
を
覆
っ
て
く
だ
さ
い
。

問 

環
境
政
策
課
生
活
衛
生
係
内 

２

　
４
５　
山
市
民
福
祉
課
市
民
税

務
係
内 

１
２
１　
開
市
民
福

祉
課
市
民
税
務
係
内 

１
２
７

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
　肺炎球菌は主に気道の分泌液に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺
炎、敗血症などの重い病気を引き起こす恐れがあります。
　肺炎は国内死亡原因の第５位といわれており、そのうち１／４以上が肺炎球菌が原因と考えら
れています。
　初めての接種に限り助成がありますので、この機会に予防接種を受けましょう。

▶対象者
 今年度中に、65歳に到達する人
 満60歳以上満65歳未満の人で、心臓や腎臓、呼吸器

の機能に日常生活が極度に制限されるなどの障害が
ある人（身体障害者手帳１級相当）

▶接種期間／平成31年４月１日～令和２年３月31日
▶自己負担金／4,600円
※生活保護受給者は、全額助成となります。「生活保護

受給証明書」を提出してください。
▶接種場所／市の委託医療機関
※詳しくは、予診票に同封する一覧表で確認してくだ

さい。
▶接種できない人
 助成の有無に関わらず、過去に高齢者用肺炎球菌ワ

クチンの予防接種を一度でも受けたことがある
 明らかに発熱がある
 重篤な急性疾患にかかっている
 予防接種でアナフィラキシーを起こしたことがある
▶留意事項
　今年度の対象者で、令和２年３月31日までに接種で
きなかった場合、全額自己負担になりますので、接種
の機会を逃さないように注意してください。

問健康増進課地域保健係内283

小
型
充
電
式
電
池
の
回
収
方
法山川・開聞庁舎

資源ごみ常設収集所
指宿庁舎

資源ごみ常設収集所

年齢 生年月日
65歳 昭和29年４月２日 ～ 昭和30年４月１日
70歳 昭和24年４月２日 ～ 昭和25年４月１日
75歳 昭和19年４月２日 ～ 昭和20年４月１日
80歳 昭和14年４月２日 ～ 昭和15年４月１日
85歳 昭和 ９年４月２日 ～ 昭和10年４月１日
90歳 昭和 ４年４月２日 ～ 昭和 ５年４月１日
95歳 大正13年４月２日 ～ 大正14年４月１日

100歳 大正 ８年４月２日 ～ 大正 ９年４月１日
101歳以上 大正 ８年４月１日以前の生まれ

※65歳、60歳〜64歳の該当者のみ予診票を発送します。

近
畿
指
宿
会
総
会

　
市
外
在
住
の
本
市
出
身
者
と
、

本
市
と
ご
縁
が
あ
る
人
が
参
加
し

ま
す
。
ご
家
族
・
お
知
り
合
い
な

ど
に
ぜ
ひ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
／
６
月
30
日
㊐
11
時
30
分
～

▼
場
所
／
新
大
阪
ワ
シ
ン
ト
ン
ホ

テ
ル
プ
ラ
ザ
（
大
阪
市
淀
川
区

西
中
島
５-

５-

15
）

▼
会
費
／
８
千
円

▼
申
込
方
法
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
氏
名
・

住
所
・
電
話
番
号
・
出
身
小
学

校
名
・
誕
生
年
明
記
）

▼
申
込
締
切
日
／
６
月
５
日
㊌

申
問
近
畿
指
宿
会
事
務
局
（
担

当
・
帖ち

ょ
う
さ佐

）
☎
Ｆ 

０
７
２-

６

９
４-

１
４
９
３

第
40
回
青
少
年

国
際
交
流
キ
ャ
ン
プ

　

国
際
青
少
年
研
修
協
会
で
は
、

青
少
年
国
際
交
流
キ
ャ
ン
プ
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
期
間
／
７
月
30
日
㊋
～
８
月
３

日
㊏

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w

w
.kskk.or.jp/

申
問 

国
際
青
少
年
研
修
協
会

　
☎
０
３-

６
４
１
７-

９
７
２
１

▼
受
講
料
／
１
万
５
６
０
０
円

▼
申
込
期
間
／
５
月
20
日
㊊
～
31

日
㊎

申
問 

県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
☎
０
９
９-

２
２
６-

３
２
４
０

 

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
友
の
会

交
流
会

　
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
友
の
会
指
宿

地
区
が
交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
／
５
月
31
日
㊎
13
時
30
分 

　
～
15
時
30
分

▼
場
所
／
指
宿
保
健
所

▼
対
象
／
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患

者
・
家
族
・
関
係
者

▼
内
容
／
患
者
家
族
交
流

▼
申
込
方
法
／
電
話

▼
申
込
締
切
日
／
５
月
27
日
㊊

※
電
話
や
面
接
に
よ
る
保
健
師
へ

　
の
相
談
は
、
随
時
受
け
付
け
て

　
い
ま
す
。

申
問
指
宿
保
健
所
保
健
係

　
☎
㉓
３
８
５
４

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・

改
修
工
事
費
用
の
助
成

　
一
定
要
件
を
満
た
す
木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
・
改
修
工
事
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
者
／
木
造
住
宅
の
所
有
者

　
か
居
住
者
で
、
市
税
な
ど
の
滞

　
納
が
な
い
人
（
借
り
主
・
貸
主

　
の
同
意
が
必
要
）

▼
対
象
の
住
宅

 

地
上
階
数
が
３
階
以
下
の
も
の

 

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建

　
築
さ
れ
た
一
戸
建
て
の
専
用
・

　
併
用
住
宅
（
床
面
積
の
半
分
以

　
上
が
住
宅
部
分
）
で
、
実
際
に

　
居
住
し
て
い
る
も
の

▼
補
助
の
要
件

 

耐
震
診
断
は
、
耐
震
診
断
技
術

　
者
が
所
属
す
る
市
内
の
建
築
士

　
事
務
所
に
委
託
す
る
こ
と

 

耐
震
改
修
工
事
は
、
改
修
が
必

　
要
と
診
断
さ
れ
た
建
物
に
限
り
、

　
耐
震
診
断
技
術
者
が
所
属
す
る

　
市
内
の
建
築
士
事
務
所
に
補
強

　
設
計
と
監
理
を
委
託
し
、
市
内

　
業
者
が
施
工
す
る
こ
と

▼
補
助
金
の
額

 

診
断
費
用
の
３
分
の
２
以
内　

　
（
上
限
６
万
円
）

 

改
修
工
事
費
用
の
１
０
０
分
の

　
23
以
内
（
上
限
30
万
円
）

▼
申
込
用
紙
／
窓
口
か
市
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ

▼
申
込
方
法
／
直
接

※
予
算
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

　
９
月
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
て
く

　
だ
さ
い
。

申
問 

建
築
課
建
築
係
内 

３
７
２

児
童
手
当
現
況
届

　
児
童
手
当
は
、
生
活
の
安
定
と
、

次
代
を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
成

長
の
た
め
に
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　
児
童
手
当
を
継
続
受
給
す
る
に

は
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
提
出
が
な
い
場
合
は
、
６
月
分

以
降
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
必
ず

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
は
勤
務
先
に
提
出

▼
対
象
／
中
学
校
修
了
前
（
15
歳

の
誕
生
日
後
、
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
）
の
児
童
の
養
育
者
で
、

国
内
に
住
所
を
有
す
る
人

▼
案
内
文
書
／
６
月
上
旬
ま
で
に

受
給
者
へ
送
付

▼
提
出
期
限
／
６
月
28
日
㊎

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

 

健
康
保
険
証
（
保
護
者
と
18
歳

以
下
の
児
童
全
員
の
も
の
）

 

印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

 

そ
の
他
必
要
書
類

申
問 

地
域
福
祉
課
児
童
母
子
福
祉

係
内 

２
７
３　
山
市
民
福
祉
課

健
康
福
祉
係
☎
㉞
１
１
１
４

　
開
市
民
福
祉
課
健
康
福
祉
係

内 

１
２
５

募
集

児童の年齢 児童手当の額
（１人当たり月額）

３ 歳 未 満 一律15,000円

３ 歳 以 上
小学校修了前

10,000円
（第３子以降は15,000円）

中 学 生 一律10,000円

児童手当支給額

※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18歳の
誕生日後の最初の３月31日まで）の養育して
いる児童のうち、３人目以降をいいます。

48

保健センターマスコット
「さちこ（＊́ ▽`＊）」

これまで一度も接種できなかった人
　これまで接種する機会を逃した人への経過措置が、
引き続き５年間実施されることになりました。
　今年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90
歳、95歳、100歳以上となる人で、これまで一度も接
種されていない人は、対象となる場合があります。
　接種を希望する場合は予診票を発行しますので、問
い合わせてください。

　
次
の
対
象
物
は
、
ご
み
収
集
車

で
回
収
す
る
と
き
や
焼
却
施
設
で

処
理
す
る
と
き
に
、
発
火
や
爆
発

の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
ゴ
ミ
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
に
は
出
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

▼
対
象

 

携
帯
電
話
な
ど
の
小
型
電
子
機

　
器
の
電
源

 

モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
で
使
わ

　
れ
て
い
る
充
電
式
電
池　
な
ど

　
家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
次
の
充

電
式
電
池
は
、
取
扱
店
で
回
収
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
資
源

ご
み
常
設
収
集
所
に
小
型
充
電
式

電
池
リ
サ
イ
ク
ル
Ｂ
Ｏ
Ｘ
缶
を
設

置
し
て
い
ま
す
の
で
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
対
象
電
池

 

ニ
カ
ド
電
池

 

ニ
ッ
ケ
ル
水
素
電
池

 

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

各種リサイクルマーク

ニカド電池 小形シール
鉛蓄電池

リチウム
イオン電池

ニッケル
水素電池

Ni-MH Li-ion PbNi-Cd
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　申込先　　問い合わせ先　　相談　　予約　　連絡先　　送付先　　内線　　ＦＡＸ　　届け出先申 問 内 Ｆ相 送予 連 届 指宿市役所　指指宿庁舎　☎０９９３-２２-２１１１　　山山川庁舎　☎０９９３-３４-１１１１　　開開聞庁舎　☎０９９３-３２-３１１１
◇指宿市役所の住所　〒891-0497　指宿市十町２４２４番地　　◇指宿市ホームページ　http：//www.city.ibusuki.lg.jp健幸マイレージ対象事業

　２つの保育所で「地域子育て支援センター」を開設し、子育てへの保護
者の不安や悩みをなどの相談に応じています。
　子どもたちはもちろん、子育て中の保護者同士の出会い、交流、活動の
場として利用されています。気軽にお越しください。

乗船寺保育園（指宿市湊一丁目11番５号）
▶子育て支援センター開設日時／㊊～㊏　10：00～15：00　その他、下記の事業を行っています。
　☎㉒4407　mail@jyosenji-hoikuen.ed.jp

開聞子育て支援センター　Ｋ
キ ッ ズ

ＩＤ’Ｓ【開聞保育園】（指宿市開聞十町2807番地）
▶子育て支援センター開設日時／㊊～㊏　10：00～16：00　その他、下記の事業を行っています。
　☎㉜2270・㉜2100　kaimonfuji@kosodate-web.com

問地域福祉課児童母子福祉係内273

事　業　名 目　的　・　内　容 日　時 場　所

電 話 相 談 子育てに関する悩みなどについてアドバイス 
☎㉒4521

㊊～㊏ 
10：00～15：00

乗船寺保育園

園 の 開 放 通園していない児童でも自由に参加可能 
※親子で遊びに来てください

㊊～㊎ 
10：00～15：00

親 子 教 室 親子遊びや、子どもに関する勉強会・座談会　など 月１回

心 理 子 育 て 相 談 臨床心理士による専門的な相談 
※事前に保育園へ問い合わせてください 月１回

子 育 て 講 演 会 お父さん、お母さんを対象とした子どもの育て方やしつけ、
食育などの講演会 年１回

子育て支援だより とけいそうだよりの発行 毎月

指宿保健センター

楽しく遊ぼう教室 保育士を派遣した体操や歌、親子遊びなどの出前保育 第２・第４㊌ 
10：00～11：00

わ く わ く 教 室 
( ３ 歳 以 上 対 象 )

親子で一緒に遊ぶことで、遊び方や遊ばせ方を学ぶ教室 月１回に こ に こ 教 室 
す く す く 教 室 
( 低 年 齢 児 対 象 )

事　業　名 目　的　・　内　容 日　時 場　所

あそぼう、あそぼう 親子での創作活動、わらべうた遊び、体操、読み聞かせ、
季節の行事を取り入れた活動

㊋
集団活動 
10：00～12：00
個別活動 
12：00～16：00

開聞子育て支援センター
㊌ コミュニティセンター愉

ゆ と り

徒里館
㊍ 開聞子育て支援センター
㊎ 開聞子育て支援センター

訪 問 支 援 家庭訪問（家庭での育児支援） ㊎　午後 子育て中の各家庭

育 児 相 談 子育てについての悩みや困りごとに応じてアドバイス ㊊～㊏
9：00～16：00 開聞子育て支援センター

園 庭 開 放 日 保育園の庭と支援センターを開放し、砂遊びや遊具遊び ㊊～㊏
10：00～16：00

開聞保育園 
開聞子育て支援センター

子 育 て 講 座
子 育 て 講 習 会
子育て支援者育成研修会

子育て中の親子や子育て支援に関わるスタッフ、保育ママ
などを対象とした子育てや福祉、保育の専門家による講演
と勉強会

定期
開聞保育園 
開聞子育て支援センター
コミュニティセンター愉徒里館

ミニおたのしみ講座 親子エクササイズ、親子クッキング、親子体操、フラダンス、
フラワーアレンジ　など

定期（サークル活動と併
せて開催）

開聞子育て支援センター
コミュニティセンター愉徒里館
山川地域各公民館など

保育園児との交流 運動会や夏祭り、遠足、クリスマス会、もちつきなどの園
行事に参加するふれあい交流を実施

開催時にポスター・お便
りでお知らせします 開聞保育園　

広 報 活 動
子育てだよりの発行 毎月 開聞子育て支援センター
子育て家庭へ誕生おめでとうメッセージの発行 毎月 子育て家庭へ

サークル活動支援 サークル活動を円滑に行うために、場所や情報提供、アド
バイス支援 毎月 開聞子育て支援センター

地域子育て支援センター

▼
申
込
方
法
／
直
接
、
郵
送
、
Ｆ

　
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル

申
問 

〒
８
９
１

−

０
４
９
７

　
指
宿
市
十
町
２
４
２
４
番
地

　
指
宿
市
観
光
課
観
光
企
画
係

　
内
３
２
８
Ｆ
㉓
４
９
８
７

　
kanko@

city.ibusuki.jp

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険

　
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
は
、
ス
ポ

ー
ツ
安
全
協
会
が
契
約
者
と
な
り
、

加
入
手
続
を
行
っ
た
団
体
の
構
成

員
を
被
保
険
者
と
し
て
、
損
害
保

険
会
社
と
傷
害
保
険
・
賠
償
責
任

保
険
を
一
括
契
約
す
る
保
険
で
す
。

▼
加
入
で
き
る
団
体
／
４
人
以
上

　
で
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
文
化
活
動
、

　
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、
ボ

　
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
地
域
活
動

　
な
ど
を
行
う
ア
マ
チ
ュ
ア
団
体
・

　
グ
ル
ー
プ　

▼
申
込
書
／
い
ぶ
す
き
ス
ポ
ー
ツ

　
ク
ラ
ブ（
指
宿
総
合
体
育
館
内
）、

　
山
川
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
、

　
Ｂ
＆
Ｇ
山
川
海
洋
セ
ン
タ
ー
、

　
開
聞
総
合
体
育
館

申
問 

ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
県
支
部

　
☎
０
９
９

−８
１
３

−

１
１
０
８

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
ス
ポ
ー
ツ
振

　
興
係
（
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
な
の

　
は
な
館
内
）
☎
㉗
０
２
０
３

外
国
人
観
光
客

受
入
体
制
整
備
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す

　
市
内
の
宿
泊
施
設
や
飲
食
施
設

な
ど
で
、
施
設
内
の
案
内
表
示
の

多
言
語
化
な
ど
を
行
う
場
合
に
、

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
令

和
２
年
３
月
13
日
㊎
ま
で
の
整
備

完
了
が
条
件
で
す
。

▼
申
込
期
間
／
５
月
13
日
㊊
～
令

和
２
年
１
月
31
日
㊎
（
予
算
に

達
し
次
第
終
了
）

▼
対
象
／
市
観
光
協
会
か
指
宿
商

　
工
会
議
所
、
菜
の
花
商
工
会
に

　
属
す
る
民
間
企
業
か
個
人
事
業

　
主
で
、
市
税
の
滞
納
が
な
い
者

▼
対
象
施
設
／
宿
泊
・
観
光
・
飲

　
食
施
設
、
土
産
品
店
、
外
国
人

　
が
観
光
で
利
用
で
き
る
施
設

▼
対
象
事
業

 

Ｗ
ｉ

−

Ｆ
ｉ
整
備

 

案
内
表
示
の
多
言
語
化

 

ト
イ
レ
の
洋
式
化

 

自
社
サ
イ
ト
の
多
言
語
化

 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
端
末

　
の
整
備

 

免
税
対
応
機
器
の
整
備　
な
ど

※
国
な
ど
か
ら
同
様
の
助
成
を
受

　
け
て
い
る
場
合
や
事
前
着
工（
発

　
注
）済
み
の
場
合
は
対
象
外

▼
補
助
額
／
補
助
対
象
経
費
の
50

　
％
以
内
（
上
限
額
20
万
円
）

▼
申
込
書
／
窓
口
か
市
ホ
ー
ム
ペ

　
ー
ジ

問健幸・協働のまちづくり課（ふれあい
プラザなのはな館内）☎㉓1003

健幸マイレージ
平成30年度 第３回当選者決定

▶一般の部
　１等　商品券（１万円）
　　　　東郷　洋さん（上吹越）　　有馬　智登子さん（中野）　 他２名
　２等　商品券（５千円）かスポーツグッズ商品券（５千円）
　　　　松山　サチ子さん（中）　成田　道子さん（丈六）　鮎川　秋郎さん（潟口）　中村のり子さん（松原田）
　　　　内薗　好子さん（谷村下）　亀之園京子さん（小田）　　川野　まり子さん（迫北上）　　　　　他16人
　３等　商品券（３千円）か特産品セット
　　　　大村　健一さん（大牟礼西）廣森　清里さん（田之畑）　牧原　久子さん（湯之里）　　
　　　　大山　ヒロ子さん（下吉）　西中川アイ子さん（中川）　加治　エツ子さん（上手）　　　　　　他38人
　４等　商品券（２千円）
　　　　西村　幸子さん（東上）　　東　裕子さん（弥次ヶ湯）　上久保　研一さん（迫北下）　　　　　他12人
　５等　商品券（１千五百円）
　　　　黒岩むつ子さん（宮ヶ浜）　紺屋　達夫さん（山神）　　尾崎　節子さん（中野）
　　　　大吉はる子さん（大牟礼中）巻木　裕子さん（摺ヶ浜北）川村　カヨ子さん（渡瀬）　　　　　　他19人　　
　６等　商品券（１千円）
　　　　水流　陽子さん（湯之里）　冨永　ユミさん（前薗下）　松元　弘子さん（町2区東） 
　　　　脇屋敷悦子さん（五郎ヶ岡）上髙原満代さん（大牟礼東）巻木　健三さん（摺ヶ浜北）
　　　　前迫　光代さん（迫北上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他28人
▶子どもの部／スポーツグッズ商品券（５千円）か図書カード（３千円）
　　　　櫻井　凛さん（摺ヶ浜北）　下西ノ園大輝さん（迫北上）原　彩七さん（玉利）　　　　　　　　他１人 

健康づくりに取り組み、ポイントを貯めて応募すると、抽選で賞品が当たる健幸マイレージ。
3月12日に抽選を行い、応募総数15,264口の中から150人が当選しました。

健 幸

PICK UP NEWS

▶次回応募締切日／７月２日㊋必着
多数の応募をお待ちしています。

▶次回抽選予定日／７月９日㊋
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行
政
相
談
週
間

開
聞
地
域

▼
期
間
／
５
月
23
日
㊍
～
25
日
㊏

▼
時
間
／
13
時
～
15
時

▼
場
所
／
開
聞
農
業
構
造
改
善
セ

ン
タ
ー

▼
担
当
／
村む

ら
や
ま山
陽よ
う
こ子

　
☎
㉜
４
８
１
４

指
宿
地
域

▼
期
間
／
５
月
28
日
㊋

▼
時
間
／
10
時
～
13
時

▼
場
所
／
指
宿
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
担
当
／
今い
ま
や
な
き
た

柳
田
浩こ
う
い
ち一

　
☎
㉒
６
３
４
４

※
４
月
１
日
か
ら
指
宿
地
域
の
行

　
政
相
談
員
が
代
わ
り
ま
し
た
。

山
川
地
域

▼
期
間
／
５
月
21
日
㊋

▼
時
間
／
15
時
～
17
時

▼
場
所
／
大
山
集
落
セ
ン
タ
ー

▼
担
当
／
福ふ

く
ど
め留
み
さ
子　
☎
０
９

０

−

９
７
９
０

−

３
７
１
４

問 

総
務
課
総
務
係
内 

１
１
１

浄
化
槽
の
定
期
検
査

　
浄
化
槽
法
で
は
、
浄
化
槽
の
検

査
と
放
流
水
の
水
質
検
査
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
県
環
境
保

全
協
会
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
と
き

は
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
各
自
が
業
者
と
契
約
し
て
行
う

　
保
守
点
検
と
は
別
の
も
の
で
す
。

農
業
就
業
者
へ
の

結
婚
祝
金

　
農
業
に
従
事
す
る
経
営
者
か
農

業
後
継
者
（
農
業
就
業
者
）
が
結

婚
す
る
際
に
、
５
万
円
の
祝
金
を

贈
っ
て
い
ま
す
。
婚
姻
届
出
日
か

ら
１
年
以
内
に
申
請
が
必
要
で
す
。

申
問 

農
業
委
員
会
事
務
局
担
い
手

　
振
興
係
（
い
ぶ
す
き
農
業
支
援

　
セ
ン
タ
ー
内
）
内 

７
２
３

堆
肥
な
ど
は
適
正
な

処
理
・
利
用
を

　
畜
産
農
家
や
畑
作
農
家
は
、
堆

肥
や
家
畜
排
せ
つ
物
の
適
正
な
処

理
・
利
用
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

 

悪
臭
や
衛
生
害
虫
の
発
生
、
汚

　
水
の
流
出
な
ど
が
な
い
よ
う
、

　
畜
舎
や
堆
肥
舎
の
衛
生
管
理
に

　
注
意
す
る

 

畑
に
堆
肥
な
ど
を
散
布
し
た
と

　
き
は
す
ぐ
に
耕
し
、
付
近
に
迷

　
惑
が
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る

 

熟
成
さ
せ
た
堆
肥
を
使
用
し
、

　
過
剰
な
散
布
は
控
え
る

 

堆
肥
の
搬
送
時
に
は
積
み
過
ぎ

　
に
注
意
し
、
シ
ー
ト
で
覆
う

 

路
上
に
こ
ぼ
れ
た
場
合
は
す
ぐ

　
に
除
去
す
る

▼
検
査
料

 

単
独
処
理
浄
化
槽　
４
千
円

 

合
併
処
理
浄
化
槽　
６
千
円

問 

県
環
境
保
全
協
会
☎
０
９
９

−
　

２
９
６

−

９
０
０
０　

環
境

　
政
策
課
生
活
衛
生
係
内 

２
４
５

社
会
人
対
象
の
弓
道
教
室

　
弓
道
に
興
味
が
あ
る
、
始
め
た

い
と
思
っ
て
い
る
人
が
、
楽
し
み

な
が
ら
参
加
で
き
る
教
室
で
す
。

▼
期
日
／
６
月
11
日
㊋
～
７
月
30

日
㊋
の
毎
週
㊋
・
㊍

▼
時
間
／
19
時
～
21
時

▼
場
所
／
指
宿
弓
道
場

▼
利
用
料
／
千
円
（
15
日
分
）

▼
申
込
方
法
／
電
話

▼
申
込
締
切
日
／
6
月
10
日
㊊

申
問 

市
弓
道
連
盟（
担
当・中な
か
し
ま島

）

　
☎
０
９
０

−２
５
１
５

−８
３
２
０

問 

家
畜
排
せ
つ
物
に
関
す
る
こ
と

　
農
政
課
畜
産
係
内 

７
１
０

　
堆
肥
の
利
用
に
関
す
る
こ
と

　
農
政
課
畑
作
指
導
係
内 

７
１
２

　
（
い
ぶ
す
き
農
業
支
援
セ
ン
タ

　
ー
内
）

農
作
物
へ
の

鳥
獣
被
害
防
止
対
策

　
鳥
獣
被
害
を
防
ぐ
た
め
の
対
策

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

 

や
ぶ
地
や
茂
み
な
ど
を
作
ら
な

　
い
よ
う
草
刈
り
を
行
う

 

放
任
果
樹
の
伐
採
や
落
下
果
樹

　
の
除
去
を
行
う

 

収
穫
が
済
ん
だ
畑
は
、
早
め
に

　
片
付
け
る

 

防
護
柵
、
防
鳥
網
を
設
置
す
る

　
（
国
・
市
の
費
用
助
成
あ
り
）

※
農
作
物
被
害
が
あ
っ
た
場
合
は
、

　
必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

問 

農
政
課
畑
作
指
導
係
（
い
ぶ
す

　
き
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

営
農
に
関
す
る
相
談
は

営
農
指
導
活
動
員
ま
で

　
４
月
か
ら
農
業
に
関
す
る
技
術

指
導
や
経
営
相
談
に
応
じ
る
、
営

農
指
導
活
動
員
が
着
任
し
ま
し
た
。

　
相
談
を
希
望
す
る
農
家
は
、
個

別
訪
問
や
電
話
相
談
な
ど
で
必
要

な
指
導
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
、

全
て
の
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

は
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合

な
ど
の
公
的
年
金
制
度
に
加
入
し

て
い
る
人
を
除
き
、
自
ら
国
民
年

金
へ
の
加
入
手
続
き
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

次
の
と
き
に
は
届
け
出
を

　
届
け
出
が
な
い
と
、
年
金
が
減

額
、
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

 

20
歳
に
な
っ
た
と
き

（
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
な
ど
に

　
加
入
し
て
い
な
い
人
）

 

60
歳
に
な
る
前
に
、
会
社
な
ど

　
を
退
職
し
た
と
き

　
（
健
康
保
険
は
任
意
継
続
さ
れ

　
て
い
て
も
、
国
民
年
金
へ
の
加

　
入
手
続
き
が
必
要
で
す
）

 
配
偶
者
が
会
社
な
ど
を
退
職
し

　
扶
養
か
ら
外
れ
た
と
き

　
（
国
民
年
金
被
保
険
者
種
別
変

　
更
届
の
提
出
が
必
要
で
す
）

 

収
入
増
や
、
離
婚
、
死
別
な
ど

　
に
よ
り
、
配
偶
者
の
扶
養
か
ら

　
外
れ
た
と
き

　
（
国
民
年
金
被
保
険
者
種
別
変

　
更
届
の
提
出
が
必
要
で
す
）

相
問
農
政
課
畑
作
指
導
係
（
い
ぶ

　
す
き
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

　
営
農
指
導
活
動
員
（
担
当
・
坂さ

か

　
本も
と

）
内 

７
１
３
・
７
１
２

有
害
鳥
獣
捕
獲
隊
員
の

担
い
手
支
援
補
助
制
度

　
農
作
物
な
ど
に
被
害
を
与
え
る

有
害
鳥
獣
（
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
な

ど
）
を
捕
獲
す
る
隊
員
へ
の
補
助

制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
補
助
対
象
経
費
／
猟
具
の
購
入
、

　
狩
猟
免
許
申
請
、
狩
猟
登
録
費

　
用
、
免
許
取
得
に
必
要
な
経
費

▼
補
助
金
額
／
対
象
経
費
の
２
分

　
の
１
（
上
限
３
万
円
）

▼
対
象
／
昭
和
49
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、
市
内
に
住
所
を

　
有
す
る
人

▼
対
象
免
許
の
種
類

　
わ
な
免
許
か
銃
猟
免
許
（
ど
ち

　
ら
か
一
方
が
補
助
対
象
）

▼
補
助
条
件
／
２
年
以
内
に
有
害

　
鳥
獣
捕
獲
隊
員
に
な
る
こ
と

申
問 

耕
地
林
務
課
林
務
管
理
係

　
（
い
ぶ
す
き
農
業
支
援
セ
ン
タ

　
ー
内
）
内 

７
１
９

保
険
料
は
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

る
納
付
書
を
使
い
、
金
融
機
関
・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

の
納
付
や
口
座
振
替
も
で
き
ま
す
。

　
所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料

が
納
付
で
き
な
い
場
合
は
、
免
除

や
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
未

納
の
ま
ま
に
せ
ず
、
免
除
の
申
請

を
し
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
未
納
の
リ
ス
ク　

 

国
民
年
金
に
は
、
障
害
が
残
っ

　
た
と
き
の
「
障
害
基
礎
年
金
」

　
と
、
亡
く
な
っ
た
と
き
に
遺
族

　
に
支
給
さ
れ
る
「
遺
族
基
礎
年

　
金
」
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、

　
過
去
に
保
険
料
を
一
定
期
間
納

　
付
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
に
な

　
っ
て
い
ま
す
。

 

65
歳
か
ら
「
老
齢
基
礎
年
金
」

　
を
受
け
る
た
め
に
は
、
保
険
料

　
を
最
低
10
年
間
、
納
め
る
必
要

　
が
あ
り
ま
す
。
10
年
に
１
か
月

　
で
も
足
り
な
い
だ
け
で
も
年
金

　
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

 

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る

　
場
合
で
も
、
納
付
期
間
が
短
け

　
れ
ば
年
金
額
は
少
額
に
と
ど
ま

森
林
に
関
す
る
届
け
出
制
度

伐
採
届
出
制
度

　
山
林
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
事

前
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

▼
対
象
／
伐
採
と
造
林
の
権
限
を

持
つ
人（
森
林
所
有
者
と
伐
採

者
が
別
の
場
合
は
連
名
で
提
出
）

▼
届
出
期
間
／
伐
採
を
始
め
る
90

日
前
～
30
日
前
ま
で

▼
対
象
森
林
／
地
域
森
林
計
画
対

象
の
民
有
林

▼
添
付
書
類
／
土
地
の
位
置
を
示

す
図
面

森
林
の
所
有
者
届
出
制
度

　
新
た
に
森
林
の
土
地
所
有
者
に

な
っ
た
人
は
、
事
後
の
届
け
出
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
／
個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、

売
買
や
相
続
な
ど
で
森
林
の
土

地
を
新
た
に
取
得
し
た
人

▼
届
出
期
限
／
土
地
の
所
有
者
と

な
っ
た
日
か
ら
90
日
以
内

▼
添
付
書
類
／
登
記
事
項
証
明
書

か
土
地
売
買
契
約
書
な
ど
の
写

し
、
土
地
の
位
置
を
示
す
図
面

▼
申
込
用
紙
／
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

届
問
耕
地
林
務
課
林
務
管
理
係（
い

　
ぶ
す
き
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

　
内 

７
１
９

農
業
次
世
代
人
材

投
資
資
金
の
交
付

　
次
世
代
を
担
う
新
規
就
農
者
に

　
り
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
の
場
合
、
40
年

　
間
保
険
料
を
納
付
し
た
時
は
、

　
満
額
で
月
額
６
万
５
０
０
８

　

円（
今
年
度
額
。
以
下
同
様
）

　
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
10
年

　
の
納
付
の
み
で
は
月
額
１
万
６

　
２
５
２
円
に
な
り
ま
す
。

障
害
状
態
確
認
届
の

提
出
期
限
が
変
わ
り
ま
す

　
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
数
年
ご
と
に
障
害
状
態
確
認

届
（
診
断
書
）
を
提
出
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
20
歳
前
障
害

基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
の

障
害
状
態
確
認
届
の
提
出
期
限
は

こ
れ
ま
で
７
月
末
で
し
た
が
、
今

年
７
月
か
ら
は
、
誕
生
月
の
末
日

に
変
わ
り
ま
す
。

　
障
害
状
態
確
認
届
（
診
断
書
）

の
作
成
期
間
拡
大
に
伴
い
、
８
月

生
ま
れ
の
人
か
ら
提
出
期
限
（
誕

生
月
末
日
）
の
３
カ
月
前
に
同
届

が
届
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
鹿
児
島
南
年
金
事
務
所
☎
０
９

　
９

−２
５
１

−

３
１
１
１　
市
民

　
課
年
金
係
内
２
１
８　
山
市
民

　
福
祉
課
市
民
税
務
係
内
１
１
４

　
開
市
民
福
祉
課
市
民
税
務
係
内

　
１
２
８

就
農
直
後
の
経
営
確
立
を
支
援
す

る
資
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
の
主
な
要
件

 
独
立
・
自
営
就
農
時
の
年
齢
が

　
原
則
45
歳
未
満

 

独
立
・
自
営
就
農
時
の
年
齢
が

　
50
歳
未
満
で
あ
り
、
農
業
、
農

　
業
に
関
連
す
る
事
業
、
商
工
業

　
そ
の
他
の
事
業
の
経
営
管
理
な

　
ど
に
３
年
以
上
従
事
し
た
こ
と

　
が
あ
る

 

後
継
者
（
三
親
等
以
内
に
農
家

　
が
い
る
場
合
）
は
、
新
規
参
入

　
者
と
同
等
の
経
営
リ
ス
ク
を
負

　
う
も
の

 

平
成
26
年
４
月
以
降
に
農
業
経

　
営
を
開
始
し
た

▼
交
付
額
／
年
間
最
大
１
５
０
万

円
▼
交
付
期
間
／
最
長
５
年

※
経
営
開
始
後
５
年
度
分
ま
で

問 

農
政
課
担
い
手
支
援
係
（
い
ぶ

　
す
き
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

　
内
７
１
５

エ
イ
ズ
検
査

▼
日
時
／
６
月
６
日
㊍
17
時
～
19
時

▼
場
所
／
指
宿
保
健
所

▼
内
容
／
エ
イ
ズ
即
日
検
査
（
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
）

※
前
日
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要

申
問 

指
宿
保
健
所
保
健
係
（
担

　
当
・
勇い

さ
み）

☎
㉓
３
８
５
４

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ
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夏
咲
き
コ
ス
モ
ス
の

種
を
配
布

　
夏
咲
き
コ
ス
モ
ス
（
黄
色
）
の

種
を
無
料
配
布
し
ま
す
。

▼
配
布
期
間
／
５
月
13
日
㊊
～
24

日
㊎
８
時
30
分
～
17
時（
㊏･

㊐

除
く
、な
く
な
り
次
第
終
了
）

▼
配
布
場
所
／
観
光
施
設
管
理

課
、 

山
開
地
域
振
興
課
、
今

和
泉
・
池
田
分
室
、
時
遊
館
Ｃ

Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
は
し
む
れ

問 

観
光
施
設
管
理
課
観
光
施
設
管

　
理
係
内 

３
３
１

が
け
地
近
接
な
ど
の

危
険
住
宅
の
移
転
補
助

　
が
け
地
近
く
の
住
宅
の
移
転
を

促
進
す
る
た
め
、
移
転
費
用
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
の
住
宅

①
昭
和
46
年
８
月
31
日
以
前
に
建

　
築
さ
れ
た
も
の

②
昭
和
46
年
９
月
１
日
以
降
に
建

　
築
さ
れ
、
特
定
行
政
庁
（
県
知

　
事
な
ど
）
か
ら
是
正
勧
告
を
受

　
け
た
も
の

※
①
・
②
は
、
高
さ
２
ｍ
、
勾
配

　
30
度
を
超
え
る
崖
の
近
く
に
あ

　
る
住
宅
が
対
象

③
県
が
指
定
し
た
土
砂
災
害
特
別

　
警
戒
区
域
内
に
あ
る
危
険
住
宅

▼
補
助
の
内
容

 

解
体
費
な
ど　
危
険
住
宅
の
撤

　
去
費
用
な
ど

 

建
物
助
成
費　
移
転
先
の
土
地

　
取
得
や
住
宅
建
設
な
ど
の
た
め
、

　
金
融
機
関
な
ど
か
ら
借
り
入
れ

　
た
額
の
利
子
相
当
額

▼
そ
の
他
／
助
成
金
に
は
限
度
額

　
が
あ
り
ま
す
。
移
転
を
行
う
前

　
年
度
の
８
月
ま
で
に
、
移
転
計

　

画（
解
体
費
用
、借
入
金
な
ど
）

　
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問 

建
築
課
建
築
係
内 

３
７
２

架空請求はがき
に注意!!

　市内でもこのようなはがきが届いたという相談が多数寄
せられています。不審なはがきやメール、電話には絶対に
連絡しないでください。心配な場合は、市消費生活センタ
ーに相談してください。
問市消費生活センター（商工水産課内）☎㉒2334

「不審はがき」は送り主などが不自然です

市内でも
多数発生

がけの上端からの水平距離が
がけの高さの２倍以内

がけの下端からの水平距離が
がけの高さの２倍以内

30度を超える
2mを超える

住宅

住宅

がけ上にある場合

がけ下にある場合
対象となる「がけ」は、
高さ2m・角度30°を超えるもの

▶送り主の名称
　・地方裁判所管理局
　・法務省管轄支局
　・国民訴訟お客様管理センター
　・国民訴訟通達センター
　・国民訴訟通達管理センター
　・消費者訴訟告知センター
　・民事訴訟管理センター
▶送り主の所在地
　・東京都千代田区霞が関１丁目・・・
　・東京都千代田区霞が関３丁目・・・
　・東京都千代田区九段南１丁目・・・

（例）

令和
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